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********** 

はじめに 

********** 

 

私たちの身の回りではたくさんの農薬や農薬類似物質が使われています。それらは虫、

菌、草などを殺すために使用される殺生物剤です。公共施設でも、一般家庭でも、道路

や公園でもあらゆるところで非常に安易に使用されているため、受動被曝により健康被

害を訴える人が増えています。特に、乳幼児や化学物質過敏症などの農薬弱者は、症状

の原因が化学物質であることもわからず、苦しみ続けている例が多くあります。 

これら農薬や農薬類似物質に対する規制は、全てが縦割りであり、成分が同じでも用

途が違えば規制できません。たとえば、除草剤として一般に使用されているグリホサー

ト（ラウンドアップ）は、農地に使えば農薬取締法の適用を受けますが、空き地や駐車

場、道路、鉄道敷地など農地以外の場所で使うものには、規制がありません。そのため、

農薬登録されていないグリホサート剤がホームセンターなどで安く売られ、生活環境の

中で無造作に使われています。 

農薬として多用されている有機リン系（ＭＥＰ＝スミチオンなど）やピレスロイド系

殺虫剤（ペルメトリンなど）も、室内でハエやカ、ダニ、ゴキブリ駆除などに使用され

る場合は、薬事法の対象ですが、ユスリカ、アリ、ヤスデ、クモ、シロアリなどの殺虫

剤として使用される場合は取り締まる法律はありません。 

同じ成分でありながら、用途によって何の規制もできないというのは不合理です。私

たちは丸ごと生きているのであって、生活する場を断片的に捉えた、不十分な規制しか

ない現行法体系では健康を守ることはできません。私たちの生活環境で使用される農薬

や農薬類似物質全体を規制する必要があります。 

また、私たちが05年に実施した「住宅地等での農薬使用について」の会員アンケート

調査によれば、身の回りでの農薬散布者の半数が防除業者（含む造園業者）でした。日

常的に、多種多量の農薬や農薬類似物質を使用している防除業者ですが、何の規制もな

く野放し状態です。防除業者の中には使用している殺虫剤の名前すら知らない者もいま

した。有機リン系の農薬の現地混用は避けるようにという通知があっても、何が有機リ

ン系なのかもわからないような業者に散布を任すわけにはいきません。農薬や殺虫剤、

シロアリ防除剤等を扱う防除業者が適正な事業を行うよう、登録制にしたり、研修を義

務づける必要があります。 

本資料集では、第１章で新たな法律の必要性を述べ、第２章で新たな法律として提案

された「殺虫剤等の規制等に関する法律案」と「害虫等防除業の業務の適正化に関する

法律案」を概説し、第３章で脱農薬への道として、06年12月に公布・施行された「有機

農業の推進に関する法律」の趣旨を生かし、地方自治体で脱農薬緑化条例を制定するよ

う提起しました。 

なお、建築物衛生法等に基づいて使用される衛生害虫駆除用殺虫剤や防疫用殺虫剤と

ＩＰＭについて、今後刊行予定の別資料集でとりあげることにしますので、しばらくお

待ちください。 

 

反農薬東京Ｇ
【受動被曝】農薬使用者が、散布時に農薬を浴びたり、吸ったりする直接被曝に対し、農薬の飛散や大気汚染により、通行者や散布地周辺の住民が農薬を浴びたり、吸ったりすることをいう。タバコでいえば、受動喫煙にあたる。

反農薬東京Ｇ
【会員アンケート】調査結果は、脱農薬てんとう資料集第５号に詳述した。


